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定
介
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指
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指
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災
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警
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域
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砂
災
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特
別
警
戒
区
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指
定 

（
防
災
砂
防
課
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三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
証
紙
売
り
さ
ば
き
機
関
の
指
定 
（
会　

計　

課
）　
　

五

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

雑　
　
　

報

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
に
基
づ
く
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
（
二
件
） 
五

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
三
〇
〇
三
号
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日
付
け
）
中 

七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
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城
県
知
事　
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井　
　

嘉　
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
七
〇
〇
四
〇
六

み
い
ん
な
な
か
よ
し　

も
り
せ
き
の
し
た

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た

五
丁
目
三
十
一
番
四
号

－

Ｄ
棟

児
童
発
達
支
援

株
式
会
社
み
い

ん
な
な
か
よ
し

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
た

て
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す

る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
山
元
町
髙
瀬
字
浜
砂
一
の
九
・
一
の
一
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

せ
ん
だ
ん
の
杜
も
の
う
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー
通
所
介
護
事
業
所

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
八
木
一
五
七－

一

社
会
福
祉
法
人
東
北
福
祉
会

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
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亘
理
郡
山
元
町
髙
瀬
字
浜
砂
一
の
九
・
一
の
一
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
山
元
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
一
〇
〇
番
二
〇

地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
五
〜

 

五
〇
・
四

 
五
〇
一
・
〇

後

一
〇
・
五
〜

 

五
〇
・
四

 
五
〇
一
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
一
〇
〇
番
二
〇
地
先
か

ら同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

 

十
一
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

鹿
渡

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
幡
谷
字
鹿
渡
（
次
の
図
の
と

お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

矢
倉
場

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
矢
倉
場
（
次
の
図
の

と
お
り
）

蒜
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
蒜
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

板
ヶ
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
板
ヶ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

後
根
廻

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
山
王
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桐
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桐
田
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

銭
神
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
銭
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

銭
神
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
銭
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

堂
ノ
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
堂
ノ
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

霞
ケ
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
霞
ケ
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）
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愛
宕

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
愛
宕
三
（
次
の
図
の

と
お
り
）

城
内

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
夏
井
（
次
の
図
の
と

お
り
）

志
戸
内

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
初
原
字
志
戸
内
（
次
の
図
の

と
お
り
）

前
沢
上

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
前
沢
上
（
次
の
図
の

と
お
り
）

自
田
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
自
田
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

前
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
前
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桐
田
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桐
田
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

萱
刈

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
萱
刈
（
次
の
図
の
と

お
り
）

反
町
一
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
反
町
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

反
町
一
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
反
町
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

愛
宕
一
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
愛
宕
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

小
森
一
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
小
森
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柿
ノ
木
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
柿
ノ
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柿
ノ
木
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
柿
ノ
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

城
内
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
明
神
三
（
次
の
図
の

と
お
り
）

城
内
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
居
網
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

城
内
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
白
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

石
田
沢
二
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
石
田
沢
二
（
次
の
図

の
と
お
り
）

石
田
沢
二
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
石
田
沢
二
（
次
の
図

の
と
お
り
）

夏
井
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
夏
井
（
次
の
図
の
と

お
り
）

夏
井
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
夏
井
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桐
田
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

牛
木

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
牛
木
（
次
の
図
の
と

お
り
）

愛
宕
一
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
愛
宕
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

小
森
一
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
小
森
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

夏
井
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
夏
井
（
次
の
図
の
と

お
り
）

真
言

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
真
言
（
次
の
図
の

と
お
り
）

麦
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
麦
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

麦
田
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
麦
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

檀
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
檀
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

蒲
ヶ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
蒲
ケ
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

葉
山
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
葉
山
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

犬
田
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
犬
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

三
十
刈
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
霞
ケ
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桜
岡
入

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字
桜
岡
入
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
長
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

紫
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
桜
渡
戸
字
紫
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

居
網
二
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
居
網
二
（
次
の
図
の

と
お
り
）

白
坂

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
白
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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居
網
一

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
居
網
一
（
次
の
図
の

と
お
り
）

愛
宕
三

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
愛
宕
三
（
次
の
図
の

と
お
り
）

脇
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
脇
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

脇
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
脇
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

脇
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
脇
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

蛇
島

急
傾
斜
地

の
崩
壊

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
蛇
島
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

堂
ノ
前
沢

土
石
流

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
堂
ノ
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

鶴
沢

土
石
流

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
鶴
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

　

証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
売
り
さ
ば

き
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

売
り
さ
ば
き
機
関

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

宮
城
県
北
部
地
方
振

興
事
務
所

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

大
崎
合
同
庁
舎
二
階
北
部
地
方
振
興
事
務
所
県
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
内

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
大
曲
字
堺
堀
百
七
十
八
番
一
、
百
七
十
八
番

三
、
百
七
十
九
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
四
百
二

十
六
番
地

 

株
式
会
社　

薬
王
堂　
　
　
　
　

雑　
　
　

報

〇
女
川
町
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
次
の
者
に
対
す
る
仮
換
地
指

定
取
消
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
の
送
付
に
か
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　
　

 

施
行
者　

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

女
川
町
長　
　

須　
　

田　
　

善　
　

明　
　
　

一　

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名
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住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
十
六
番
地

　
　

氏
名　

木
村　

せ
ん

二　

通
知
の
内
容

　

 　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
付
中
心
指
定
五－

八－

十
二
で
通
知
し
ま
し
た
仮
換
地
指
定
は
、
仮
換
地
指
定
取

消
通
知
の
と
お
り
、
取
消
し
ま
す
。

　
　

教
示

　

１ 　

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
審
査
請
求
の
記
載
事
項
は
、
行

政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　

２ 　

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
女
川
町
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３ 　

上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
女
川
町
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

な
お
、
仮
換
地
指
定
取
消
通
知
は
掲
載
を
省
略
し
、
そ
れ
ら
を
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
女
川
百
七
十
八
番

地
Ｋ
Ｋ－

八
街
区
一
画
地
女
川
町
役
場
に
お
い
て
掲
示
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
女
川
町
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
次
の
者
に
対
す
る
土
地
区
画

整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
仮
換
地
指
定
通

知
、
並
び
に
同
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
収
益
停
止
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
の
送
付
に
か
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　
　

 

施
行
者　

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

女
川
町
長　
　

須　
　

田　
　

善　
　

明　
　
　

一　

仮
換
地
指
定
通
知

　

１　

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

㈠　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
四
十
七
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

幸
左
ヱ
門

　
　

㈡　

住
所　

宮
城
県
仙
台
市
川
内
川
前
丁
四
十
七
番
地

　
　
　
　

氏
名　

鈴
木　

栄　

相
続
人　

鈴
木　

す
げ
よ

　
　

㈢　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
字
小
乗
十
九
番
地
の
三

　
　
　
　

氏
名　

永
沼　

金
一
郎

　
　

㈣　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
二
百
三
十
五
番
地

　
　
　
　

氏
名　

女
川
村
女
川

　
　

㈤　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
女
川
二
百
六
十
六
番
地
の
二

　
　
　
　

氏
名　

女
川
村
女
川

　

２　

通
知
の
内
容

　
　

 　

土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
仮
換
地
指
定
通
知
の
と
お
り
、
仮
換
地

の
指
定
の
通
知
を
し
ま
す
。

二　

使
用
収
益
停
止
通
知

　

１　

書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

㈠　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
十
四
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

六
三
郞

　
　

㈡　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
十
四
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

喜
三
郞

　
　

㈢　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
十
五
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

寅
吉

　
　

㈣　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
十
六
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

せ
ん

　
　

㈤　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二
十
七
番
地

　
　
　
　

氏
名　

木
村　

八
十
八

　
　

㈥　

住
所　

宮
城
県
石
巻
市
中
里
一
丁
目
十
四
番
地
の
五

　
　
　
　

氏
名　

荒
川　

源
次
郎

　
　

㈦　

住
所　

宮
城
県
仙
台
市
元
寺
小
路
五
十
六
番
地

　
　
　
　

氏
名　

大
和
田　

義
平

　
　

㈧　

住
所　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
字
小
乗
十
三
番
地
の
一
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氏
名　

無
限
責
任
鷲
神
浜
小
乗
浜
漁
業
協
同
組
合

　

２　

通
知
の
内
容

　
　

 　

土
地
区
画
整
理
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
、
従
前
の
土
地
図
の
と
お
り
、
使
用
収
益
停
止
の
通
知
を
し
ま
す
。

　
　

教
示

　

１ 　

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
審
査
請
求
の
記
載
事
項
は
、
行

政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　

２ 　

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
女
川
町
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

３ 　

上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
女
川
町
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

な
お
、
仮
換
地
指
定
通
知
、
及
び
従
前
の
土
地
図
は
掲
載
を
省
略
し
、
そ
れ
ら
を
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字

女
川
百
七
十
八
番
地
Ｋ
Ｋ－

八
街
区
一
画
地
女
川
町
役
場
に
お
い
て
掲
示
す
る
。

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
三
〇
〇
三
号
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

四

段下

行一
三

正

誤

　
　
　
　
　
　
　
第
６
条
第
１
項
　

　
古
物
営
業
法
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、
古
物
営
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た

　
　
　
　
　
　
　
第
24条

の
で
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
６
条
第
１
項
　

　
古
物
営
業
法
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、
古
物
営
業
の
許
可
を
取
り
消
し

　
　
　
　
　
　
　
第
24条

た
の
で
通
知
す
る
。


